
令和７年１０月８日 

 

松戸市男女共同参画推進協議会（第１２次）の概要について 

 

 

１．設置の目的 

第１２次推進協議会は、松戸市男女共同参画プラン第６次実施計画（R5～R9 年度）の点検・評価・

見直しを行うほか、令和７年２月の「松戸市の男女共同参画推進に関する提言書」や、国、県等の動向

を踏まえた新たな観点から男女共同参画推進の諸課題を洗い出し、最終年度には第７次実施計画

（案）を作成することを目的としています。 

  

２．委員の構成 

「松戸市男女共同参画推進協議会条例」において、公募市民、学識経験者、男女共同参画団体の 

代表から１０人以内をもって組織することしています。 

これまで協議会は、公募市民３名、学識経験者３名、団体の代表４名の計１０名の構成で運営してお

り、今回も１０名での構成となっています。 

 

３．任期 

令和７年１０月８日から令和１０年３月 31日まで 

※条例上「３年を超えない範囲内」と規定 

 

４．開催回数 

議題等に応じて、年３回から５回程度を予定 

 

５．委員報酬 

会議１回につき１人 8,500円（税・交通費込み） 

 

６.実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画課 

（事務局） 

 

推 進 協 議 会 

・男女共同参画プランの策定、推進

及び評価に関する事項について

調査審議 

 

 

推 進 会 議 

・男女共同参画プランの進行管理 

・各部署間の連絡調整 

 

推 進 研 究 会 

・上記「推進会議」の下部組織 

 市民側組織 

 

連
絡
調
整 

庁内組織 

 

連
絡
調
整 
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